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〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内  容 

一宮市企業の立

地の促進に関す

る条例 

H14.4 

H20.6 改正 

H22.12 改正 

H23.12 改正 

R2.9 改正 

R5.4 改正 

市内において事業所の新設又は増設を行う事

業者（グループ構成会社が新設又は増設を行う

場合を含む） 

〔対象事業〕 

1.物品の製造、加工又は修理に係る事業 

2.流通事業（荷受け、保管、流通加工、出荷、道

路運送その他物資の流通に係る事業） 

3.ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提

供サービス業 

4.工業製品に係る基礎・応用又は開発研究に係

る事業 

5.高度かつ先端技術を利用する製品の製造又

は研究に係る事業 

6.その他市長が適当と認める事業 

〔奨励条件〕 

投下固定資産総額が５億円以上（中小企業者

は１億円以上）で、かつ、事業所（研究所を除く）

の操業開始に伴い、新たに常用雇用従業員を

10 人以上（中小企業者は５人以上）雇用すること 

立地促進奨励金 

○投下固定資産総額の５％ 

（限度額 1.5 億円） 

賃借型立地奨励金 

○土地及び家屋を賃借し事業所を新

設・増設する場合に、賃借料の 10％

を３年間 

 なお、投下固定資産総額についての

要件はなし 

 （１年当たり限度額 120 万円） 

雇用促進奨励金 

○操業開始に伴い、市内に住所を有

する者を常用雇用従業員として雇用

し、12 ヶ月間継続雇用した場合、１

人につき年 30 万円 

（１年当たり限度額 1,500 万円） 

〔対象事業〕 

高度かつ先端技術を利用する製品の製造又は

研究に係る事業 

〔奨励条件〕 

投下固定資産総額（土地を除く）が 50 億円以上

（中小企業者は２億円以上）、事業所が研究所

である場合は５億円以上（中小企業者は２億円

以上）で、かつ、事業所（研究所を除く）の操業

開始に伴い、新たに常用雇用従業員を 20 人以

上（中小企業者は５人以上）雇用すること 

高度先端産業立地促進奨励金 

○事業所を新設又は増設する場合、

投下固定資産総額（土地を除く）の

10％（事業所が研究所である場合は

20％） 

○事業所である建物を賃借又は既設

の建物内に機械設備を設置する場

合、投下固定資産総額（土地を除

く）の５％（事業所が研究所である場

合は 10％） 

○限度額 10 億円 

 （ただし、愛知県から直接愛知県 21

世紀高度先端立地補助金の交付を

受けることのできる事業所の場合は



 

５億円） 

 

※立地促進奨励金、高度先端産業立

地促進奨励金及び賃借型立地奨励

金又は高度先端産業立地促進奨励

金は、同一事業者に対して重複適

用しない 

一宮市企業再投

資促進補助金交

付要綱 

H24.5 

H27.4 改正 

H28.4 改正 

H30.4 改正 

R2.4 改正 

R7.4 改正 

20 年以上愛知県に立地し、かつ概ね 10 年以上

一宮市内に立地する工場等を有する中小企業

(みなし大企業)で、工場、研究所の新増設等を

行う企業 

〔対象分野〕 

1.自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネル

ギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロ

ボット関連等 

2.愛知県の産業集積の推進に関する基本指針

の西尾張地域集積業種の分野 

〔交付要件〕 

・愛知県新あいち創造産業立地補助金に採択さ

れること 

○投資規模要件 

・固定資産取得費用１億円以上（土地を除く） 

○雇用要件 

・支援期間中において、常用雇用者を 25 人以

上維持すること 

 

 

＊事業については、愛知県の審査会で審査しま

すので、申請をしても必ず採択されるものでは

ありません。 

○補助対象経費 

土地を除く固定資産取得費用（新増設

に係る工場建設費、機械装置費、工場

改修費を含む）の 10％(みなし大企業

は８％) 

○限度額 

３億円 

 

＊一宮市企業の立地の促進に関する

条例による「立地促進奨励金」との

併用はできません。なお、適用要件

を満たした場合、「雇用促進奨励

金」との併用はできます。 

 
  


